
商工会事業の新年度がスタートしました。4 月から新しく事務局員 1 名が加わり、新たな体制で業務に努めて参り

ます。今月は個人事業主の方の令和 5 年分確定申告の振替納税がございます。振替納税を選択されている方は、事

前に預貯金口座の残高をご確認下さい。【振替日】申告所得税：4 月 23 日（火）・消費税：4 月 30 日（火） 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

【経営支援員 杉本 鷹虎】 

 

  
 
 
     
 

 

経営に補助金を活用しませんか？→先ずは商工会にお気軽にお尋ね下さい。092-922-4345 

太宰府市商工会会員による、無料相談会を下記のとお

り開催致します。 
 

【相談内容】遺言・相続・成年後見・悪徳商法対策等 

【日時】4 月 19 日（金）・5 月 17 日（金） 

【時間】14 時～16 時 

【場所】太宰府市商工会 2 階 

【参加費】無料 
 

 ※事前の予約は不要です。直接お越し下さい。 

 

事務局人事 新任職員のご挨拶 

 

事務局受付：8:30～17:15(土・日・祝除く) 太宰府市観世音寺 1-2-1 

○TEL：922-4345  FAX：922-4579 ○URL：https://www.dazaifu.com/ 
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太宰府市商工会 NEWS 

４月１日より太宰府市商

工会へ配属となりました

杉本と申します。右も左も

わからない新卒一年目な

ので、つたない部分もある

と思いますが事業者様の

お役に立てるよう精一杯

頑張ります。どうぞ宜しく

お願い致します。 

小規模事業者持続化補助金〈一般型〉  
  

小規模事業者が経営計画を作成して賃上げや販路開拓の経費の一部を補助するもの。 

 【補助率】2/3・補助金上限 50 万円～200 万円  

  ※インボイス特例や追加申請の要件などもございますので詳細は下記のＵＲＬよりご覧下さい。 

  （締切日は複数回設けられます）  〇太宰府市商工会 ☎922-4345 https://a02.hm-f.jp/cc.php?t=M1257750&c=1365&d=2781 
 

ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金 
  

 中小企業・小規模事業者等が取り組む革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行うための整備投資等

を支援するもの。革新的な製品・サービス開発の取組みに必要な設備・システム投資（750 万円～1,250 万円他） 

等を支援します。18 次は締め切られてますが随時公募される補助金ですので事前にご相談下さい。 

〇サポートセンター ☎050-3821-7013 https://a02.hm-f.jp/cc.php?t=M1257751&c=1365&d=2781 
 

IT 導入補助金 
  

IT 導入補助金は、中小企業・小規模事業者等の労働生産性の向上を目的として、業務効率化や DX 等に向けた IT ツー

ル（ソフトウェア、サービス等）の導入を支援するもの。 
 

類型 通常枠 
インボイス枠 

（インボイス対応類型） 

インボイス枠 

（電子取引類型） 

セキュリティ

対策推進枠 

複数社連携 

IT 導入枠 

補助対象 
ソフトウェア購入費用クラ

ウド利用料 2 年、導入関連費 

インボイス制度対応の会

計・受発注・決済ソフト 
PC・タブレ

ット等 

レジ・ 

券売機等 

受発注ソフト インボ

イス制度に対応した受

発注の機能を有してい

るもの２年 

IT ツールの導入費

用、及びサービス

（最大 2 年分） 

 

※HP を

ご確認下

さい。 補助率 1/2 以内 
3/4 以内 

4/5 以内 

2/3 

以内 1/2 以内 2/3 以内 1/2 以内 1/2 以内 

補助額 
(1 ﾌﾟﾛｾｽ以上) 

5～150 万円

未満 

(4 ﾌﾟﾛｾｽ以上) 

150～450

万円以下 

50 万円 

以内 

50～350

万円以下 

10 万円 

以下 

20 万

円以下 

下限なし～350 万円 

以下 

5～100 万円 

以下 

〇IT 導入補助金コールセンター ☎0570-666-376 https://a02.hm-f.jp/cc.php?t=M1257753&c=1365&d=2781 
 

経営革新賃上げ環境整備緊急支援補助金 
  

持続的な賃上げに取り組むため、経営革新計画の承認を受けて、経営革新計画の実現に向けて取り組む中小企業者の方

に、経営革新計画に基づく事業の実施に必要な経費を一部補助するもの。 
 

補助金 補助金額 補助対象事業 

対象経費の 2/3 以内 上限 65 万円 設備機器導入費・システム導入費・外注費・広告宣伝費など 
 

※対象要件：令和 5 年 6 月 21 日以降に福岡県による経営革新計画の承認（変更承認を含む）を受けている方 

〇福岡県商工部新事業支援課 ☎092-643-3449 https://a02.hm-f.jp/cc.php?t=M1257754&c=1365&d=2781 
 

     ☆太宰府市商工会へお気軽にお尋ね下さい！☎092-922-4345 


